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1. 管理運営に関する 基本事項 

(1)施設の設置目的 

 文化芸術活動の支援、 青少年の体験活動及び国際交流活動の支援並びに文化芸術活

動を 行う 者、 青少年及び市民相互の交流の推進を する こ と で 、 文化芸術の魅力の発信

及び創出並びに次代を 担う 心豊かな青少年の育成を し 、 も っ て市民の豊かな 生活の実

現に資する こ と を 目的と し て 設置する 。  

(2)施設の基本理念 

 青少年健全育成と 文化芸術活動にかかる 様々な プ ロ グラ ムの展開と 支援・ 交流のた

めの施設を 整備する こ と によ り 、 感性を 磨き 心豊かなこ ど も の育成及び文化芸術活動

の活性化を 図る 。  

(3)施設の役割 

・ 家庭や学校と は異なる 場所で、 様々な 活動を 体験する こ と によ り 、 次代を 担う 「 心

豊かな こ ど も を 育て る 」 こ と を 目的と し た施設と する 。  

・ 国内外を 問わず、 ア ーテ ィ スト やク リ エ ータ ーと いっ た芸術家等の創作活動の支援

及び青少年等と の交流、 市内文化施設等と の連携を 図り 本市独自の文化芸術の魅力

発信を 担う 。  

・ 市民交流及び市民力・ 地域力によ る 青少年健全育成と 文化芸術の創出を 図る 。  

・「 文化芸術活動支援」、「 青少年体験活動支援」、「 国際交流活動支援」 の機能を 併せ

持つ複合施設の特性を 十分生かし 、 効果を 最大限に発揮で き る よ う 管理運営に努め

る 。  

(4)指定管理者の責務 

①委託業務について 善良なる 管理者の注意を も っ て 実施する 義務を 負う も のと する 。 

②施設の設置の目的を 踏ま え て、 機能及び役割を 果たすと と も に、 各機能が有機的に

連携し 、 相互に補完し あいな がら 一体的な管理によ り その効用を 最大限発揮さ せる

よ う 、 積極的に努力する こ と 。  

③施設の業務全般について計画立案を 行い、 目標及び業務計画を 策定し 、 その一元的

管理方針のも と で、 多岐にわたる 業務を 総合的な 調整を 行い、 相互連携を 保ち 、 適

切に進捗管理を 行い実施する こ と 。  

④施設の管理について創意工夫のある 企画や効率的な運営等によ り 、 利用者の多様な

ニーズに応え 、 質の高いサービ ス の提供を 図り 、 効果的・ 効率的な 管理運営を 目指

さ なければな ら ない。  

⑤業務の実施にあたっ て 、 新潟市と 密接な連絡を と り 、 施設の目的の達成を 図る も の

と し 、 その実施状況を 記録し ておく こ と 。  

(5)管理運営方針 

 指定管理者は、 施設が公の施設と し て の適正な 管理を 保持し 、 創意工夫やノ ウハウ

を 積極的に発揮し 、 以下の重点事項に則り 、 業務の遂行に努めな ければなら な い。  

①市の施策に則っ た事業展開 

  施設は、 新潟市及び新潟市教育委員会（ 以下、「 市」 と いう 。） が策定する 「 新

潟市教育振興基本計画～にいがた学びのコ ン パス ～」、「 新潟市文化創造都市ビ ジ

ョ ン 」 に基づき 事業を 展開する こ と 。  

②利用実態の把握と 利用満足度の向上 

  利用者ニーズを 十分に把握し 、 適切な管理によ る 良好な 空間の創出と 魅力的な

プ ロ グラ ムの運営を 行い、 多様なニーズに応え ら れる 管理運営を 創造する と と も

に、 利用者へのサービ ス 向上に努め、 満足度を 高める こ と 。  
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③施設や設備 

  施設の位置、 機能、 特性を 十分に把握し たう えで、 すべて の施設を 清潔かつそ

の機能を 正常に保持し 、 施設利用の快適かつ安全な利用が図れる よ う 適正な 管理

運営を 行い、 必要に応じ て保守点検を 行う こ と ｡ 

④市と の密接な 連携 

  施設の管理運営を 円滑に行い、 魅力ある も のと する た めに、 市と 密接に連携･

調整する と と も に、 情報の共有に努める こ と ｡ 

⑤管理運営における 公平性･中立性の確保 

  利用者や地元等から の要望等に対し 、 公の施設の管理運営の公益性に鑑み、 公

平･中立を 是と し て その運営にあたる こ と ｡ 

⑥利用者の安心・ 安全の確保 

  誰も が安心、 安全かつ快適に利用で き る 施設と な る よ う 、 施設管理、 巡視･保

安、 救急対策を 行う と と も に、 サービ スの質や安全性の向上のための職員の指導･

育成に取り 組むこ と 。  

  ま た、 ユニバーサルデザイ ン の取組みを 積極的に行う こ と ｡ 

⑦こ ど も が安全に成長でき る 環境の確保 

 こ ど も たち の心身の健康を 守り 、 健全な 成長を 促すため、 こ ど も の権利の尊重、

安全な 環境の提供、 通報・ 対応体制（ 虐待や不適切行為を 発見し た場合な ど ） 等

を 整え、 安全性向上のための職員の指導・ 育成に取り 組むこ と 。  

⑧災害時の対応 

  地震・ 津波、 雷、 風水害等の災害時において 、 利用者の安全を 確保する ため、

適切な 誘導や施設の点検を 行う と と も に、 災害時の対応について 全て のス タ ッ フ

の研修や訓練を 十分に行う こ と 。  

  ま た、 施設利用における 事故等が発生し ないよ う 全て のス タ ッ フ の危機管理に

対する 意織を 養成する と と も に、 適切な管理運営を 行う こ と ｡ 

⑨広報宣伝 

  よ り 多く の方々に施設を 利用し ても ら う ために、 幅広い視野で 多様な 媒体を 活

用し 、 費用対効果を 高めた広報宣伝を 多言語で行う こ と 。  

⑩多彩な事業の実施 

  季節に応じ 、 地域と も 連携し ながら 多彩な事業を 実施する こ と 。 ま た、 施設の

目的達成にふさ わし いイ ベン ト の実施等を 積極的に進める こ と 。  

⑪苦情への対応 

  利用者や地域住民等から の苦情に対し て 真摯に対応する こ と ｡ま た、 市にその

内容を 報告する こ と 。  

⑫地域の活性化への取組み 

  事業の推進を 通じ 、 施設の管理運営への地域住民の参加を 促すと と も に、 スタ

ッ フ の雇用にあたり 市内居住者の雇用を 重視する 等地域の活性化に寄与する 施策

を 推進する よ う に努める こ と 。  

⑬市民と の協働 

  施設の管理運営への参加機会の付与と 持続的な 運営への参加によ る パート ナ

ーシ ッ プ を 醸成し 、 市民参画型の管理運営を 推進する こ と ｡ま た、 市内各地で 活動

し て いる ボラ ン テ ィ ア と 良好な 関係を 築き 、 指導育成に当たる と と も に、 新たな

活動の支援に努める こ と 。  

  郷土愛醸成への取組み等本市の持つ風土、 歴史、 文化を 学び、 継承し ていく た
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めの活動を 行う こ と 。  

⑭環境保全の取組み 

  地球温暖化防止や循環型社会形成のための活動に積極的に取り 組むこ と ｡ 

⑭コ スト 縮減の取組み 

  常に安心・ 安全で快適な利用を 図り な がら 、 施設の効用を 最大限に発揮し 、 管

理運営にかかる コ スト の縮減に努める こ と 。  

⑮敷地内の喫煙について 

敷地内は、 禁煙と する こ と 。  

(6)業務実施の基本事項 

 本業務の実施にあた っ て は、 各機能及び業務間の総合調整を 十分に図り 、 次に掲

げる 項目に留意する も のと し 、 施設の設置目的の達成のため管理運営を 行う こ と 。  

①業務の実施にあたり 常に利用者の迷惑と なら な いよ う 十分注意する と と も に、 指

定管理者の責任において 常に施設の観察を 行い、 善良な る 管理者の注意を も っ て

管理運営を 行う こ と 。 な お、 異常を 確認し た場合、 すみやかに市に報告し その指

示に従う こ と ｡ 

②安全で快適な 利用がなさ れる よ う 、 利用指導及び利用者サービ スを 適切に行う と

と も に、 利用の活性化を 図る ために利用者ニーズに的確に対応し た利用促進策を

展開する こ と 。  

③利用者に対する 案内及び緊急の対応等の利用者サービ ス に努める こ と 。  

④名札を 作成し 業務中は全てのスタ ッ フ は常に着用する こ と 。 ま た、 統一的な デザ

イ ン の制服の着用を 心がける こ と 。  

⑤市民参加を 推進する ため、 施設でのボラ ン テ ィ ア 活動への支援・ 指導に努める こ

と 。  

⑥乳幼児連れの利用者、障がい者、高齢者、外国人等への適切な 対応等を 図る こ と 。  

⑦様々な管理技術の駆使や、 効率的な 管理運営等を 通じ て 、 常に経費の削減に配慮

し ながら 高品質な管理運営を 実施する こ と 。  

⑧災害や事故等における 危機管理を 徹底する と と も に、 発災時には避難場所ま たは、

災害復旧活動拠点と し て も 機能する よ う 、 適切な 対応を 行う こ と 。  

⑨良好な景観の形成に努めた維持管理を 実施する こ と 。  

⑩利用状況に応じ 、 適正に本業務を 行い、 利用に支障を き たさ な いよ う に配慮する

こ と 。  
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(7)運営体制の確保 

①施設の設置目的を 達成し 、 利用者の安全・ 快適な 利用サービ ス を 提供する ため、

下記の資格要件を 備え て いる 職員を 配置する な ど 本業務を 実現する 業務実施体

制を 構築する こ と 。  

【 指定管理者が保有する 必要がある 資格及び経験等】  

ア 小中学校教員経験者 1 名以上 

イ  社会教育主事任用資格等を 有する 者、 ま たは青少年体験活動の指導や事業

の企画立案及び連携調整に関する 専門知識や経験を 有する 者 1 名以上 

ウ 文化芸術活動に関する 業務経験を 有する 者 2 名以上（ 公的機関や N PO 等

で 文化芸術活動に関する 支援やア ート マ ネ ジ メ ン ト の業務経験がある こ

と が望ま し い。）  

エ 業務遂行に必要な 英語力を 有する 者 2 名以上（ 文化芸術活動に関する 業務

経験を 有する 者と 同一者である こ と が望まし い。）  

②施設全体の統括責任者と し て 1 名配置する こ と 。 また、 業務責任者及び施設管理

責任者を 各 1 名配置する こ と 。 な お、 各責任者の兼務は認めな い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③統括責任者及び業務責任者を 定め、 書面によ り 市に通知する こ と 。  

④統括責任者及び業務責任者の変更は原則認めな い。 ただし 、 病気、 死亡等のやむ

を 得ない理由及び家族の看病等道義的な 理由によ り 変更を 行う 場合には、 同等以

上の資格要件を 満たす者である も のと し 、 市の承諾を 得な ければなら ない。  

⑤日常業務に加え、 利用者の案内や苦情・ 要望、 事故・ 災害等非常時における 緊急

対応が適切に行われる よ う 、 常に適切な 管理体制を 構築する こ と 。  

⑥業務を 遂行する に当たっ ては、 法令上必要な資格要件を 備え た者やその業務に精

通し た者を 配置のう え、 緊急対応も 含め円滑かつ迅速に業務が遂行でき る 運営体

制を と る こ と 。 併せて、 効率的な運営が出来る よ う 職員の配置及びシフ ト 並びに

協力体制について、 柔軟に対応で き る 体制と する こ と 。  

⑦職員の配置にあたっ ては、 必要に応じ 適宜配置する こ と 。 ま た、 市内居住者を 積

極的に雇用する よ う に努める こ と 。  

⑧管理運営能力や来場者サービ ス向上のため、 研修等を 実施する な ど 、 職員の育成

及び運営に必要な知識の習得に努める こ と 。  

①ア を 含む 

①イ 、 ウ、 エ を 含む 

統括責任者 

業務責任者 

職員 

施設管理責任者 

職員 
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2. 施設の概要 

名 称： 新潟市芸術創造村・ 国際青少年セン タ ー 

所 在 地： 新潟市中央区二葉町 2 丁目 5932 番地 7 

敷 地 面 積： 10,633.07 ㎡（ 旧二葉中学校空地除く ）  

延 床 面 積： 校舎棟 4,137. 59 ㎡  体育館棟 2,040.80 ㎡   

E LV 棟 38.12 ㎡  野外炊事場 147.42 ㎡ 

構 造 ・ 階 高： 校舎棟 鉄筋コ ン ク リ ート 造 4 階建て  

体育館棟 鉄筋コ ン ク リ ート 造 2 階建て 

E LV 棟 鉄骨造 4 階建て 

野外炊事場 鉄骨造平屋建て  

附 帯 設 備： 駐車場、 駐輪場、 物置小屋、 プ ール 

建 築 年： 昭和 63 年 

改 修 年： 平成 29 年 

施設管理に関する 条例等：  

・ 新潟市芸術創造村・ 国際青少年セン タ ー条例（ 以下「 条例」 と いう 。）（ 平成 29 年

条例第 24 号）  

・ 新潟市芸術創造村・ 国際青少年セン タ ー使用料徴収規則（ 以下「 使用料徴収規則」

と いう 。）（ 平成 29 年規則第 59 号）  

・ 新潟市長から 委任を 受けた新潟市芸術創造村・ 国際青少年セン タ ーの管理に関する

規則（ 以下「 管理規則」 と いう 。）（ 平成 29 年教育委員会規則第 18 号）  

 

3. 指定期間 

令和 8 年 4 月 1 日から 令和 13 年 3 月 31 日ま で 

 

4. 休館日、 開館時間 

(1)休 館 日： 12 月 29 日～翌年 1 月 3 日 

 ※市長が特に必要がある と 認める 場合は、 臨時にこ れを 変更する こ と ができ る 。  

(2)開館時間： 午前 9 時から 午後 9 時 30 分 

※工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室、 研修室及び指導員室について は、 利用の許可を 得たも

のは、 開館時間外においても 、 当該利用の許可を 得た範囲内において 、 利用を 中断

する こ と なく 継続し て利用する こ と がで き る 。  

※市長が特に必要がある と 認める 場合は、 臨時にこ れを 変更する こ と がで き る 。  

 

5. 業務内容 

(1)文化芸術活動支援事業に関する 業務 

市内の文化芸術活動の担い手、 国内外で芸術に関する 活動を 行う 人材を はじ めと する

多様な主体と の連携を 通し て、 創造的な 人材が集い、 芸術家等と 市民が気軽に交流でき

る 環境づく り を 進める こ と 。  

①アーテ ィ ス ト ・ イ ン ・ レ ジ デン ス 事業の企画実施 

 「 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室」 において 、 国内外の芸術家等が滞在し な がら 創作活

動を 行う アーテ ィ ス ト ・ イ ン ・ レ ジ デン ス 事業を 実施する 。 芸術家等の育成、 市民交

流を 通じ 、 本市の魅力の再発見や、 教育・ ま ち づく り ・ 国際交流を はじ めと する 関連

分野と 連携を 図る こ と 。  
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【 主業務内容】  

・ 滞在型の創作活動を 行う 芸術家等の募集・ 選定・ 支援 

・ 滞在する 芸術家等同士の交流や市民と の交流を 促進する 仕組みづく り や事業

の企画・ 実施 

【 事業実施基準】  

・ 滞在型の創作活動支援と し て「 招聘プ ロ グラ ム」 及び「 自主活動プ ロ グラ ム」

（ 以下、「 招聘プ ロ グラ ム等」 と する ） を 実施する こ と 。  

・ 年間で 招聘プ ロ グラ ム等によ り ６ 組以上（ 目安と し て 8 組程度） の芸術家等

を 受け入れる こ と 。  

・ 滞在期間及び支援内容は以下の通り と し 、 活動内容に応じ て柔軟に設定でき

る も のと する 。  

・ 青少年が芸術家等と 関わる 機会の創出を 目指し 、 青少年健全育成事業と の融

合事業を 積極的に検討し 、 両事業の相乗効果を 高める よ う 留意する こ と 。  

 

 招聘プ ロ グラ ム 自主活動プ ロ グラ ム 

人数（ 年間）  4 組程度 4 組程度 

滞在期間 原則 90 日以内 
原則 30 日と する が、活動内容

に応じ て柔軟に設定可 

費用支援の 

基準額 

 

・ 交通費 

（ 上限： 国内 10 万円， 国外

20 万円）  

・ 制作費（ 20 万円）  

・ 滞在費 1 日につき 2, 800

円 

費用支援なし  

人的サポート  
有 

（ 施設職員によ る サポート ）  

有 

（ 施設職員によ る サポート ）  

施設利用料 免除 免除 

条件 

指定管理者と 共同で 企画する

市民交流プ ロ グラ ムに 1 回以

上参加 

指定管理者と 共同で 企画する

市民交流プ ロ グラ ムに 1 回以

上参加 

※招聘プ ロ グラ ムの費用支援（ 交通費・ 制作費・ 滞在費） については、 市が支

給し た額と 指定管理者が芸術家等に支払っ た額が異なる 場合、 その差額を 市

へ返納する こ と 。  

ア 実施時期 

・ 年間を 通じ て市民と の交流機会が安定的に確保さ れる よ う 留意し 、 指定管理

者が柔軟に設定する 。  

イ  募集・ 選定 

・ 公募を 原則と する が、地域課題等に即し たテ ーマ 性のある プ ロ グラ ムの場合、

事前に市と 協議のう え 、 指定管理者によ る 指名ま たは関係者によ る 推薦によ

り 候補者を 選定する こ と も 可能と する 。 こ の場合、 選定委員会に諮り 、 その

意見を 踏ま え て 最終決定する こ と 。  
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・ 募集回数は原則と し て 年２ 回と する が、 事業進行や応募状況に応じ て柔軟に

回数・ 時期を 設定でき る も のと する 。 ただし 、 令和 8 年度春の招聘アーテ ィ

スト については、 現指定管理者が募集を 実施し 、 令和 7 年度中に決定する こ

と と する 。  

・ 国外の芸術家等を 年 1 組以上誘致する よ う 努める こ と 。  

・ 募集要項は日本語及び英語で作成し 、 国内外に広く 発信でき る 広報媒体（ 国

内外のアーテ ィ スト ・ イ ン ・ レ ジ デン スネッ ト ワーク 、 SN S 等） を 活用し 、

発信する こ と 。  

ウ 選定委員会について  

・ 応募者の選定にあたっ ては、 大学教員や文化芸術機関関係者等によ る 選定委

員会（ ５ 名程度） を 設置・ 運営する こ と 。  

・ 委員の構成や運営方法は、 市と 事前に協議し 、 決定する こ と 。  

エ 支援体制について  

・ 滞在前後及び滞在期間中を 通し て、 芸術家等が地域の自然や歴史、 文化に触

れながら 、 充実し た創作活動ができ る よ う 、 生活・ 制作支援や情報提供体制

を 整備する こ と 。  

・ 国外の芸術家等にも 対応し た支援体制と する こ と 。  

・ 滞在制作する 芸術家等同士の交流や芸術家等と 市民が日常的に関われる 仕組

みづく り や環境づく り にも 配慮する こ と 。  

オ 滞在制作する 芸術家等によ る 市民交流事業 

・ 芸術家等の制作過程の公開、 展覧会、 ワーク シ ョ ッ プ 、 レ ク チャ ーなど を 通

じ て、 市民や青少年が様々な文化芸術活動を 体験で き る 機会を 提供する こ と 。 

・ 芸術家等 1 組につき 1 回以上、 滞在期間中に実施する こ と 。  

・ 企画の内容は、 市民が地域の自然や歴史、 文化の魅力を 再発見し 、 地域の誇

り づく り や愛着づく り につながる と と も に、 本市の魅力を 国内外へ発信する

も のと なる よ う 芸術家等と 協力し て行う こ と 。  

・ 準備・ 運営・ 撤収等に必要なボラ ン テ ィ ア スタ ッ フ の手配は指定管理者が行

う こ と 。  

・ 事業実施にあたり 、 参加料を 徴収する こ と がで き る 。 その場合、 参加料収入

は当該事業の経費に充当する こ と 。  

②地域の文化芸術関係団体等によ る 市民交流事業の企画実施 

 

文化芸術関係団体等と 連携し 、 市民が主に市内の芸術家等と 交流・ 体験で き る ワ

ーク ショ ッ プ 、 レ ク チャ ーな ど を 企画・ 実施する こ と で、 魅力的な交流や出会いの

創出を 図る 。  

【 主業務内容】  

・ 市内の芸術家等と 市民の交流事業の企画・ 実施 

【 事業実施基準】  

・ 年 4 回以上、 市と 適宜情報共有し な がら 企画・ 実施する こ と 。  

・ 企画の内容は、 市民が地域の自然や歴史、 文化の魅力を 再発見し 、 地域の誇

り づく り や愛着づく り 、 文化芸術を 活用し た地域課題の解決につな がる も の

と なる よ う に努める こ と 。  

・ 事業実施にあたり 、 参加料を 徴収する こ と がで き る 。 その場合、 参加料収入

は当該事業の経費に充当する こ と 。  
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③水と 土の文化ギャ ラ リ ーの企画展示・ 運営 

 「 水と 土の文化ギャ ラ リ ー」 において、 本市の水と 土の文化を 紹介する 展示を 企

画・ 運営する 。 ま た、 文化芸術に関する 情報・ 資料を 提供する こ と 。  

【 主業務内容】  

・「 水と 土の文化ギャ ラ リ ー」 における 本市の水と 土の文化を 紹介する 企画展

示 

・ 全国の芸術祭関連資料や美術・ 芸術関連書籍等の設置及び管理運営 

【 事業実施基準】  

・ 企画展示を 年 2 回以上、 実施する こ と 。  

・ 設置する 資料及び書籍は、 こ れま で の「 水と 土の芸術祭」 の作品集及び全国

で 開催さ れる 芸術祭の作品集は必須と し 、 他に美術・ 芸術関連の幅広い分野

の書籍等を 設置する こ と 。  

・ 青少年を はじ め、 市民が気軽に来館・ リ ピ ート でき る よ う 工夫する こ と 。  

④付随業務 

ア  活動の発信・ ア ーカ イ ブ の作成 

・ 滞在成果や交流の様子を 、 ホームページや SN S 等を 通じ て随時発信する こ

と 。  

・ 年 1 回以上、 日本語及び英語で 文化芸術活動支援事業の記録集を 作成する こ

と 。  

イ  ボラ ン テ ィ アの活用・ 調整  

・ 美術の知識やワーク シ ョ ッ プ の開催経験のある 地域の文化芸術関係団体や大

学生を ボラ ン テ ィ アと し て 積極的に活用する こ と 。  

⑤連携体制 

ア  関係機関と の連携 

・ 市民、 文化芸術関係団体、 文化施設、 教育機関、 マイ ク ロ レ ジ デン ス（ 小規

模な形態で運営管理し ている アーテ ィ スト ・ イ ン・ レ ジ デン ス） 等と 連携し 、

ノ ウハウを 活かし た事業展開に努める こ と 。  

イ  アーツ カ ウン シ ル新潟と の連携 

・ 文化芸術活動支援事業全般について、 企画、 広報、 改善提案等において アー

ツ カ ウン シル新潟の機能を 活用する よ う 努める こ と 。  

⑥その他 

 「 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室」 について は、 招聘プ ロ グラ ム等で使用し ない期間

は貸館と し て 利用さ せる こ と 。  

(2) 青少年体験活動推進事業に関する 業務 

 当該事業のプ ロ グラ ム内容について は、 別記１ 「 令和 6 年度青少年体験活動推進事業

開催事業報告」、募集要項別紙 7、8 も 参考にし ながら 市と 協議し 、提案、実施する こ と 。  

①体験活動プ ロ グラ ムの提供と 実施（ 団体向け）  

集団で課題を 解決する 活動や野外体験・ 創作活動など 利用団体（ 主に小・ 中・ 高等

学校等） 向けの多様な プ ロ グラ ムを 開発する こ と 。  

 また、 利用団体がプ ロ グラ ムを 選択する 際には相談に応じ 、 そのプ ロ グラ ムの有効

性や施設の利用方法等についてアド バイ ス を 行い、 希望に添える プ ラ ン を 作成する な

ど 、 効果的な利用につな げる こ と 。  

【 主業務内容】  



10 
 

・ 人間関係づく り プ ロ グラ ム 

・ 松林や砂浜を 利用し た自然体験活動 

・ 屋外炊事場を 利用し た集団炊事体験活動 

・ 集団で行う 創作活動 

・ 国際交流活動 

・ 郷土愛を 育む活動  

・ その他 

【 事業実施基準】  

  ・ プ ロ グラ ムは 10 程度準備し 、 室内外両方で実施で き る ラ イ ン ナッ プ と する

こ と 。  

・ プ ロ グラ ム実施にあたり 、 指導者は指定管理者が手配する こ と 。 不足の場合

は、 5(2)⑤Ａ 業務で ある プ ロ グラ ム指導者養成講座を 修了し 、 登録し た指導

者を 積極的に活用する こ と 。 登録し た指導者を 活用する 場合は、 謝礼を 支払

う こ と 。（ 謝礼の額は、 市と 協議する こ と 。）  

・ プ ロ グラ ム実施にあたり 、 材料費な ど 実費を 徴収する こ と がで き る 。 その場

合、 参加料収入は当該事業の経費に充当する こ と 。 その他、 必要と なる 備品

や消耗品の準備を する こ と 。  

・ 屋外炊事場を 利用する 際は、 希望者に薪、 食材等の斡旋を する こ と 。  

・ 人間関係づく り プ ロ グラ ムは、 施設の設置目的につながる こ と から 、 重点を

おいて 実施する こ と 。  

・ プ ロ グラ ム実施にあたっ ては、 児童・ 生徒概ね 20 名に対し 講師ま たは指導

者は 1 名程度と する こ と が望ま し い。  

②青少年健全育成事業の実施（ 個人向け）  

「 施設の設置目的」 を 念頭に、 下記内容で 事業を 企画、 実施する こ と 。  

【 主業務内容】  

・ 人間関係づく り プ ロ グラ ム 

・ 異学年交流活動 

・ 創作・ 創造・ 造形活動 

・ 国際交流活動 

・ 郷土愛を 育む活動 

・ 文化芸術活動支援事業と 融合し た活動 

・ その他 

【 事業実施基準】  

・ 1 回の活動は 2 時間以上（ 説明時間含） 実施で き る も のと する こ と 。  

・ 活動は年間延 6 回程度実施する こ と と し 、 そのう ち 、 1 回は国際交流に関す

る 内容を 含める 、 1 回はア ーテ ィ スト ・ イ ン ・ レ ジ デン ス事業で滞在する 芸

術家等と 連携し た文化芸術活動支援事業と の融合事業と する ほか、 宿泊を 伴

う 活動を 2 回程度行う こ と 。  

その他、「 ①体験活動プ ロ グラ ムの提供と 実施（ 団体向け）」【 事業実施基準】 と 同

様と する 。  

③市民交流事業の実施 

 青少年と 地域、 芸術家等が交流し 、 地域と 施設の連携にも つな がる 事業を 企画・

実施する こ と 。  

【 主業務内容】  
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・ 地域と の交流活動 

・ 地域と 協働し た芸術創造活動 

・ その他 

【 事業実施基準】  

・ 1 回の活動は 2 時間以上実施でき る も のと する こ と 。  

・ 活動は年間延 2 回程度実施する こ と と し 、 そのう ち 、 1 回は防災に関する こ

と 、 1 回は文化創造に関する 活動と する こ と 。  

その他、「 ①体験活動プ ロ グラ ムの提供と 実施（ 団体向け）」【 事業実施基準】 と 同

様と する 。  

④青少年（ 学校教育法（ 昭和 22 年法律第 26 号） 第 1 条に規定する 学校、 同法第 124

条に規定する 専修学校又は同法第 134 条第 1 項に規定する 各種学校の児童、 生徒及

び学生並びに小学校就学前の者） と 青少年の引率者（ 成人に限る 。）（ 以下、「 児童・

生徒等」 と いう 。） の自由な遊び場、 居場所の提供事業の実施 

【 主業務内容】  

・ 児童、 生徒等への自由な遊び場、 居場所の提供 

【 事業実施基準】  

・ 児童・ 生徒等の安心・ 安全な遊び場、 居場所を 提供する こ と 。  

・ 遊び場や居場所を 開設する 際は、 利用状況を 確認、 調整し ながら 、 体育館で

は運動等、 多目的ルーム等で は創作活動等を 、 可能な 限り 開館し て いる 日は

すべて 実施する よ う 努める こ と 。  

・ 居場所の対象は、 児童・ 生徒等の個人を 対象、 無料開放と する 。 ただし 、 安

全面の観点から 、 来場者名簿を 作成する こ と 。  

・ 開設時は、 利用者の見守り 、 指導を 行う こ と 。  

⑤指導者育成講座の実施及び講座修了者の登録 

 効果的な事業を 行う ため、 プ ロ グラ ムを 指導する 者を 養成する と 共に、 登録を 行

う こ と 。 特に人間関係づく り プ ロ グラ ム指導者の育成は、 重点を おいて実施する こ

と 。  

【 主業務内容】  

Ａ 業務： プ ロ グラ ム指導者養成講座の実施及び修了者の登録と 活用 

Ｂ 業務： 人間関係づく り プ ロ グラ ム指導者養成講座の実施及び修了者の登録と  

活用 

【 事業実施基準】  

Ａ 業務 

・ プ ロ グラ ム指導者養成講座を 実施し 、 人間関係づく り プ ロ グラ ム以外の体

験活動プ ロ グラ ム事業、 青少年健全育成事業及び市民交流事業の指導者を

養成する こ と 。  

・ 6 時間以上の講座を 年 1 回以上実施する こ と 。  

・ 初めてプ ロ グラ ム養成講座を 受講する 人のほか、 以前同講座を 修了し 、 次

年度以降継続し て 登録する 人も 参加可能な内容と する こ と 。  

・ プ ロ グラ ム指導者養成講座修了者は、 登録し 積極的に活用する こ と 。 その

際、 謝礼を 支払う こ と 。（ 謝礼の額は、 市と 協議する こ と 。）  

・ 可能な限り 、 次年度以降継続の登録を する よ う 調整する こ と 。  

その他、「 ①体験活動プ ロ グラ ムの提供と 実施（ 団体向け）」【 事業実施基準】 と

同様と する 。  
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Ｂ 業務 

・ 人間関係づく り プ ロ グラ ムの指導者を 養成する こ と 。  

・ 人間関係づく り プ ロ グラ ムを 開発・ 運用実施し ている 団体職員を 講師と し 、

21 時間以上の講座を 年 1 回以上実施する こ と 。  

・ 初めて人間関係づく り プ ロ グラ ムを 受講する 人のほか、 以前同講座を 修了

し 、 次年度以降継続し て登録する 人も 参加可能な 内容と する こ と 。  

・ 人間関係づく り プ ロ グラ ムを 開発・ 運用実施し て いる 団体主催の指導者養

成講座を 受講し て いな い指定管理者の担当職員は、 本人間関係づく り プ ロ

グラ ム指導者養成講座を 必ず受講する こ と 。  

・ 人間関係づく り プ ロ グラ ム指導者養成講座修了者は、 登録し 積極的に活用

する こ と 。 その際、 謝礼を 支払う こ と 。（ 謝礼の額は、 市と 協議する こ と 。） 

・ 可能な限り 、 次年度以降継続の登録を する よ う 調整する こ と 。  

その他、「 ①体験活動プ ロ グラ ムの提供と 実施（ 団体向け）」【 事業実施基準】 と

同様と する 。  

⑥付随業務 

ア ボラ ン テ ィ アの活用・ 調整 

 各事業実施にあたり 、 ボラ ン テ ィ ア 等を 積極的に活用する こ と 。  

 新潟市青少年登録団体と 積極的に連携し 、 施設の管理運営への参加機会を 付与

する こ と 。  

イ  人間関係づく り プ ロ グラ ムで使用する 屋外エ レ メ ン ト （ 遊具） の保守管理 

旧二葉中学校空地に設置し ている 「 TP シ ャ ッ フ ル」、「 ジ ャ イ ア ン ト シ ーソ ー」

について、 日常点検及び定期的な総合点検を 行う と と も に、 機能を 維持する ため

の消耗部品等の取替など 保守作業を 行う こ と 。  

指定管理者が旧二葉中学校空地にエ レ メ ン ト を 設置する 場合は、 行政財産使用

許可を 得る 必要がある 。 当該許可を 得て エ レ メ ン ト を 設置し た際は、 日常点検及

び定期的な 総合点検を 行う と と も に、 機能を 維持する ための消耗部品等の取替な

ど 保守作業を 行う こ と 。  

な お、 旧二葉中学校空地に設置する エレ メ ン ト は、 市の空地活用の方針に基づ

き 、 指定期間中であっ て も 撤去する 可能性がある 。  

( 3) 文化芸術活動支援事業と 青少年体験活動支援事業の融合促進に関する 業務 

  文化芸術活動と 青少年体験活動の場を 併せ持つ複合施設と し ての特性を 生かし 、その

効果を 最大限に発揮で き る よ う な 管理運営に努める 。広報においては、両事業間で 相乗

効果を 生むよ う 、 手段・ タ イ ミ ン グ等を 工夫する こ と 。  

 ( 4) 施設の運営に関する 業務 

①広報業務 

 施設の利用促進を 図る た め、 グロ ーバルかつ幅広い視野での多様な媒体の活用、

そのために必要な媒体の作成及び積極的かつ効果的な PR や情報提供を 多言語で行

う こ と 。な お、ホームページ及びパン フ レ ッ ト 又はリ ーフ レ ッ ト について は日本語、

英語の 2 か国語以上を 必須と する こ と 。  

ア  ホームページの作成 

 市と 内容を 協議の上、 施設の専用のホームページ を 作成し 、 利用や催し に関する

情報、 運営に関する こ と な ど 最新の情報を 提供する こ と 。  

イ  パン フ レ ッ ト 又はリ ーフ レ ッ ト の作成 
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 利用の案内、利用表、図面等を 記載し たパン フ レ ッ ト 又はリ ーフ レ ッ ト を 作成し 、

配布開始前に市の承認を 得た上で広く 提供する こ と 。  

   ウ SN S の活用 

    X や L I N E な ど の SN S を 活用し 、利用や催事に関する 情報を 随時発信する こ と 。  

 

エ  年間広報計画の策定と 計画に基づいた広報の実施 

施設で 行う 事業を 広く 周知する た めの広報活動や利用促進策について の年度実

施計画を 策定し 、 市の承認を 得て実施する こ と 。 な お、 広報物を 発行する 場合は、

その内容について十分検討する と と も に、 必要に応じ て 市と 事前に協議する こ と 。  

②休館日及び開館時間の変更及び周知 

ア 設定取扱い 

・ 条例第 24 条の規定によ り 、 休館日及び開館時間は利用状況及び利用者の利用の

便益等を 勘案の上、 変更する こ と ができ る 。  

・ 休館日及び開館時間について の年度計画を 策定し 、 市の承認を 得る こ と 。  

・ 年度計画にと ら われず、 利用状況や季節、 実施事業等を 踏ま え、 利用者サービ

ス の向上につながる も ので あれば、 随時、 柔軟に変更する こ と がで き る 。（ その

場合も 変更の都度、 あら かじ め市の承認を 得る こ と 。）  

・ 大雨、 台風、 地震等の災害や、 事件・ 事故等によ り 、 利用者の安全が確保でき

な い恐れがある 場合は、 臨時休館や時間の繰り 上げ閉館について 、 至急、 市に

指示を 求め、 対応する こ と 。  

イ  周知 

 変更し た休館日及び開館時間は、 速やかに施設内の利用者の目につく と こ ろ に掲

示する こ と 。 ま た、 ホームページ 、 その他広報媒体への掲示等の方法によ り 、 利用

者以外の方々にも 広く 周知する こ と 。（ 緊急に変更する 場合は、 可能な範囲で 行う

こ と 。）  

③受付、 貸室業務 

 条例第 3 条に掲げる 施設と その附属設備を 利用し よ う と する 者から 、利用申請を

受け付け、 条例等の規定に基づき 利用の許可又は不許可等を 行う こ と 。 さ ら に、 業

務の円滑化を 図る ため、 利用希望者の使用条件等を 勘案し 、 公の施設と し ての平等

性・ 公平性に配慮し つつ必要に応じ た調整を 行う こ と 。  

ア  利用許可申請の方法 

・ 来館、 郵送や電話・ FAX によ る 仮予約など によ り 、 利用許可申請等の受付を

行う と と も に、 受付台帳（ データ 管理含む） を 整備運用し 、 正確な 管理を 行

う こ と 。  

・ 管理規則別記様式第 1 号によ り 、 利用許可申請を 受け付ける こ と 。  

・ 利用許可申請の受付期間は、 管理規則に定める と おり と する こ と 。  

イ  受付時間 

・ 受付時間は、 休館日を 除く 午前 9 時から 午後 9 時 30 分ま でと する こ と 。 な

お、 こ の時間中は 1 名以上の職員を 受付に配置し 、 業務に支障のな い人員体

制と する こ と 。  

ウ 利用の許可 

・ 利用を 許可する 場合は、 管理規則別記様式第 3 号によ り 申請者へ利用許可書

を 交付する こ と 。 な お、 利用の許可にあた っ て は、 公平な 利用を 確保する こ

と 。  
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エ  利用の制限、 許可の取り 消し 等 

・ 条例第 9 条各号のいずれかに該当する と 認める と き は、 利用を 許可し な いも

のと する 。  

・ 施設の管理のため、 必要な場合は、 条例第 18 条に基づき 利用の許可に条件を

付する こ と がで き る 。  

・ 条例第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する と 認める と き 、又は管理上又は

公益上の理由によ り 特に必要がある と 認める 場合は、利用の許可を 取り 消し 、

許可に付けた条件を 変更し 、 又は行為の中止、 原状回復若し く は施設から の

退去を 命ずる こ と ができ る 。  

・ 利用の制限等にあたっ て は、 不当な差別的取扱いを し てはな ら ない。  

オ 利用内容の変更・ 取止め 

・ 管理規則別記様式第 2 号によ り 利用変更許可申請及び取り 止め申出を 受け付

ける こ と 。 変更許可する 場合は、 同規則別記様式第 4 号によ り 申請者へ利用

変更許可証を 交付する こ と 。  

カ  利用予約の引継ぎ  

・ 指定管理者が変更と なっ た場合、 次期指定管理者へ従前の利用予約を 確実に

引き 継ぐ こ と 。  

キ 施設等の利用方法及び注意事項の周知 

・ 使用者への施設を 使用する 際の注意事項や助言、 指導を 行う こ と  

・ 利用の手引書等を 利用者にわかり やすく 作成し 、 利用者へ周知する こ と 。  

ク  開館時間外利用者への対応 

・ 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室及び研修室、 指導員室において 、 条例第６ 条及び

第７ 条第１ 項の規定に基づく 開館時間外の利用がある 場合は、 宿直対応を 行

う こ と 。  

ケ 障がいのある 人への対応 

・ 新潟市障がいのある 人も な い人も 共に生き る ま ち づく り 条例（ 平成 27 年新潟

市条例第 49 号） に基づき 、 正当な理由な し に、 障がい等を 理由と し て 、 不

利益な 取扱いを し て はなら な い。 ま た、 障がいのある 人が社会的障壁の除去

を 必要と し ている 場合に、 合理的配慮を 提供し なければなら ない。（ 合理的配

慮の提供が過重な 負担にな る 場合はその限り ではない）。  

④使用料の徴収及び市への払込みに関する 業務 

ア 使用料の取り 扱い 

施設及び附属設備の使用料は、 市の歳入と なる 。  

   イ  使用料徴収事務の委託 

・ 市は指定管理者に使用料の徴収事務を 委託する 。  

・ 使用者から 条例及び規則に定める 金額を 徴収し 、 領収書を 交付する こ と 。  

・ 徴収事務の処理に使用する 印鑑を あら かじ め市に届け出る こ と 。 ま た、 届け

出た印鑑以外の印鑑を 徴収事務の処理に使用し て はな ら な い。  

・ 徴収事務を 行う にあたり 、必要がある と き は徴収事務委託証を 提示する こ と 。  

ウ 使用料の払込み 

徴収し た使用料を 翌日（ その日が休館日、 日曜日、 土曜日又は休日にあたる 場

合は、 その日後において その日に最も 近い休館日等でない日） ま で に市会計管理

者あてに納付する こ と 。  
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エ  使用料の還付 

使用料の還付が必要な 場合は、 市から 申請者の指定口座へ直接振込みを 行う た

め、 使用料徴収規則に定める 使用料還付申請書を 受付し 、 内部決裁のう え 、 市へ

提出する こ と 。  

オ 使用料の納付時期 

使用料は特別の場合を 除き 前納と する が、 サービ ス向上の観点から 変更する こ

と も でき る 。 その場合、 使用料徴収規則に定める 納付期日決定申請書を 受付し 、

特別の場合と 認める 場合は、 使用料納付期日決定通知書によ り 、 申請者に通知す

る こ と 。  

カ  使用料の減免 

 使用料の免除を 受けよ う と する も のから 使用料規則に規定する 使用料免除申請

書を 受付し 、 同規則に基づいて免除を 決定し たと き は、 使用料免除決定通知書に

よ り 、 申請者に通知する こ と 。  

   な お、 減免措置について 、 使用料規則に明記さ れていない場合や疑義のある 場

合は、 市の承認を 得て対応する こ と 。  

⑤サービ スの提供若し く は斡旋 

 利用者に対し 、 必要なサービ スを 提供若し く は斡旋する も のと し 、 提供する 場合

は指定管理者の自主事業と し て行う こ と が出来る 。 な お、 料金等は、 実費相当分を

基本と し 、 あら かじ め市と 協議の上設定する こ と 。  

【 主業務内容】  

・ 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室、研修室及び指導員室利用者で 希望する 者に対し 、

必要な 寝具等を 斡旋する こ と  

・ ラ ウン ジ利用者で希望する 者に対し 、 食事の提供若し く は斡旋を する こ と  

・ 屋外炊事場利用者で希望する 者に対し 、 薪、 食材等の提供若し く は斡旋を す

る こ と  

・ その他、 利用者に対し 、 必要な サービ ス を 提供若し く は斡旋を する こ と  

⑥ラ ウン ジ・ コ ミ ュ ニテ ィ ス ペース の開放 

ラ ウン ジやコ ミ ュ ニテ ィ スペース は、 管理上支障のある 場合を 除き 、 開館時間中

は来館者の憩いの場及び交流スペースと し て無料開放する こ と 。  

⑦館内ホスピ タ リ テ ィ 等の充実 

施設来館者に対し て は、 常におも て なし の心を も ち 、 安全、 安心、 快適に利用し

て いただける よ う 適切かつ柔軟な対応を 行う こ と 。 ま た、 館内で提供する サービ ス

については、 新規来館者の開拓及びリ ピ ータ ーの増加と いう 観点から 魅力ある も の

になる よ う 努める こ と 。  

⑧苦情等への対応 

来館者その他から 苦情や意見を 受けた場合には、 常に迅速に対応し 、 その場で処

理でき ない案件については処理経過を 相手方に報告する な ど 、 適切な 対応を 行う こ

と 。 苦情の内容や処理経過については常に記録し て おき 、 市と の協議が必要な 場合

には随時市へ報告する こ と 。  

ま た、 施設内における 利用者間のト ラ ブ ルに対し 、 適切に対処する こ と 。  

(5)施設の維持管理に関する 業務 

 施設等の維持管理に関する 業務について は、 各業務に係る 関係法令を 遵守する と と も

に、 別記 2「 施設等の維持管理に関する 業務例示一覧」 を 参考に以下の基準に従い、 効
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果的・ 効率的に実施する こ と 。  

①環境衛生業務 

財団法人 建築保全セン タ ーが発行する 、 建築保全業務共通仕様書（ 令和 5 年度

版） 等の一般的作業内容を 示し た資料等を 参考に、 必要に応じ て 専門機関等に指導

を 仰ぎながら 適切に実施する こ と 。  

ア 清掃等業務 

・ 施設内の清潔及び快適な環境を 保つため、 施設の利用状況に応じ て 、 作業内

容や作業場所等について 十分に検討する と と も に、 周辺地域に配慮し た実施

時期の調整を 行う こ と 。  

・ 施設の利用環境の快適性を 維持向上さ せる ために、 日常的・ 定期的に清掃を

実施する こ と 。 ま た、 施設の清潔さ を 保つこ と のほかに、 材料の劣化原因を

取り 除く 、 腐食の進行を 遅ら せる 、 性能を 維持する 等の重要な 役割を 持っ て

いる こ と に留意し て清掃を 行う こ と 。  

・ 清掃の実施にあたっ て は、 季節や曜日、 天候条件等によ っ て大き く 変動する

来場者の動向に対応し たき め細かな 人員配置、 清掃箇所等の計画を 立てて 行

う こ と 。 ま た、 災害発生時や緊急時にも 即応で き る 体制を 確保する こ と 。  

・ 利用繁忙期や大型イ ベン ト 実施日には、 イ ベン ト の主催者や巡視実施者、 現

場配置スタ ッ フ 等と の情報連携を 密にし て、 必要な場所への清掃員の配置を

臨機応変に行う こ と 。  

・ 施設内で発生する ゴ ミ を 保管し 、 適宜廃棄する こ と 。 施設内のゴミ 箱の設置

方法や数について、 ゴ ミ の発生量や来場者動向に配慮し て設置する こ と 。 状

況に合わせて設置方法や数について は定期的に見直し を 行う こ と 。  

 (ア )建物の清掃 

 清潔及び快適な 環境を 保ち 、 建物を 長期に使用でき る よ う 保全する ため、

日常清掃及び定期清掃を 組み合わせて 実施する こ と 。  

 (イ )ト イ レ 清掃 

 清潔を 保つと と も に、 利用者の利便性に十分配慮し て、 ト イ レ の清掃や消

耗品等の補充を 行う こ と 。  

(ウ)浴室清掃 

浴槽水について は、 公衆浴場法（ 昭和 23 年法律第 139 号）、 新潟市公衆

浴場法施行条例（ 平成 24 年新潟市条例第 9 号） 等の基準を 遵守し 、 よ り 積

極的な 衛生管理を 行う こ と 。  

 石鹸、シャ ン プ ー類を 洗い場ご と に設置する と と も にその衛生管理にも 気

を 付ける こ と 。  

 清潔感と と も に衛生管理に気を 付け、レ ジ オネラ 症を 発症さ せな いよ う に

管理を 行う こ と 。  

(エ )屋外の清掃 

 常に美観を 維持する ために清掃を 実施する こ と 。  

(オ)除雪 

 駐車場、 通路について 、 降雪によ り 通行及び駐車に支障がある 場合は、 駐

車ス ペース及び通路を 確保する ため必要な個所を 除雪する こ と 。  

(カ )植栽等の維持管理 

 敷地内樹木等の剪定や除草など 、快適な 環境を 保つために適正な 管理を 行

う こ と 。 植栽の維持管理にあたっ ては、 利用者及び通行者の安全や周辺に与
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える 影響を 十分に配慮する こ と 。  

(キ)プ ール管理 

 プ ール敷地内に利用者等が侵入し な いよ う 対策を 講じ る こ と 。  

イ  衛生管理業務 

 「 建築物の衛生的環境の確保に関する 法律」（ 昭和 45 年法律第 20 号） によ

っ て 必要と さ れる 環境衛生管理業務を 行う こ と 。  

②施設等維持管理業務 

・ 建物及び工作物、 設備等が正常に機能する よ う に、 日常ある いは定期的に点検を

実施する と と も に、 機能を 維持する ための消耗部品等の取替など 保守作業を 行う

こ と 。  

・ 作業時間は、 利用者の迷惑と なら な いよ う に配慮し 、 決定する こ と 。 な お、 開館

時間内に作業を 行う 場合は、 必要に応じ て施設利用調整を 行う こ と 。  

・ 指定管理者の過失によ る 事故、 破損等が生じ た場合は、 指定管理者の責任におい

て処理する こ と 。 な お、 事故・ 器物の破損等が発生し た場合は、 必要な 措置を と

っ た上で、 速やかに電話・ 口頭・ メ ールのいずれかで市へ報告し 、 その後の対応

について市の指示に従う こ と 。 併せて、 後日遅滞な く 書面によ り 市へ報告する こ

と 。  

・ 指定管理者が行う 小規模修繕の範囲は、 1 件あたり 50 万円未満と する 。 大規模

な修繕について は、 市において行う ので 詳細は市と 協議する こ と 。  

・ 市の承認を 得て 再委託によ り 第三者に行わせる 場合は、 市内に事業所、 営業所等

を 有する 者を 原則と する こ と 。  

ア  各種修繕・ 保守管理 

(ア)施設本体 

 日常、 適宜巡回点検し 、 外観について は、 美観の維持に努め、 塗装面等の

防腐、 防錆等の点検を 行う こ と 。 破損箇所の小規模な 修繕又は補充を 適切に

行う こ と 。  

(イ )建築設備 

 建築設備（ 電気設備、 給排水設備、 ガス設備、 消防設備、 空調設備、 衛生

設備、 非常用設備、 自動ド ア 、 エ レ ベータ ー等） については、 日常点検、 定

期点検、 法定点検を 行い、 初期の性能を 維持する こ と 。  

③保安警備業務 

 施設の秩序及び規律の維持、盗難、破損等の犯罪行為の防止、火災等の事故防止、

財産の保全及び利用者の安全を 目的に、 警備業法、 消防法、 労働安全衛生法等関連

法令を 遵守し な がら 、 以下の警備業務を 行う こ と 。  

ア  日常巡視 

・ 開館時及び閉館時に巡視を 行う こ と 。  

・ 利用者の安全確保のため、 開館時間外利用を 含め、 利用状況に応じ て 定期的に

巡視を 行う こ と 。  

イ  機械警備 

・ 施設内の建築物を 適正に管理する ため、閉館時間中は機械警備を 実施する こ と 。 

・ 警備装置が常に正常な機能を 維持し ている か確認する こ と 。 ま た、 機械警備の

異常を 発見し た場合には、 適切に対処する こ と 。  

・ 警備装置が異常を 感知し た場合は、 該当場所の異常の有無を 確認し 、 異常を 発

見し たと き は、 適切に対処する こ と 。  
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ウ 緊急時の対応 

・ 急病、 事故、 災害発生時、 非常呼出、 警報装置の作動があっ た場合に、 適切な

対応を する こ と 。  

④駐車場の管理に関する 業務 

ア  利用者への指導、 助言 

駐車場が混雑し た場合、 又は混雑が予想さ れる 場合は、 利用者へ安全確保のた

めの指導、 助言を 行う こ と 。  

イ  不当な駐車車両への対応 

利用者以外の者が合理的な 理由な く 駐車場を 使用し て いる 場合は、 ただち に立

ち 退かせる こ と 。  

(6)その他業務 

①事業計画書及び収支予算書の作成 

次年度の事業計画書及び収支予算書を 市が指定する 期日ま で に提出する こ と 。  

な お、 収支予算書の項目については、 市と 相談の上決定する こ と 。  

②事業報告書の作成 

下記によ り 事業報告書を 作成し 提出する こ と 。 ま た、 利用状況等の統計資料につ

いて は、 市と 協議し 決定し た項目別に算出し 、 報告する こ と 。 な お、 紙媒体だけで

なく 、 根拠データ も 併せて提出する こ と 。  

ア  毎月報告すべき 内容 

当月分を 翌月 10 日ま で に提出 

・ 管理業務の実施状況（ 施設等の修繕、 定期点検、 法定点検の実績）  

・ 管理施設の利用状況（ 利用人数、 稼働率等の利用実績）  

・ 徴収事務委託使用料収納状況（ 使用料収入実績）  

・ 減免利用実績（ 利用団体名、 利用団体数、 利用目的等）  

・ 人材育成の実施状況（ 職員研修や避難訓練など の実績）  

・ 管理経費等の執行状況（ 指定管理料の執行実績）  

・ 自主事業の実施状況（ 事業内容、 参加人数等の実績）  

・ その他市が指示する 事項 

イ  年度末に報告すべき 内容 

年度終了後又は指定の取り 消し 後 30 日以内に提出する こ と 。  

・ 管理業務の実施状況（ 施設等の修繕、 定期点検、 法定点検の実績）  

・ 管理施設の利用状況（ 利用人数、 稼働率等の利用実績）  

・ 徴収事務委託使用料収納状況（ 使用料収入実績）  

・ 減免利用実績（ 利用団体名、 利用数、 利用目的等）  

・ 人材育成の実施状況（ 職員研修や避難訓練など の実績）  

・ 管理経費等の執行状況（ 指定管理料の執行実績）  

・ 自主事業の実施状況（ 事業内容、 参加人数等の実績）  

・ 利用状況分析報告 

・ 自己評価に関する 事項 

・ その他市が指示する 事項 

ウ その都度に報告すべき 内容（ 事象発生後、 速やかに報告）  

・ 事故報告書 

施設において 事故等が発生し た場合 



19 
 

・ 変更届出書 

当該施設に係る 指定管理者の申請内容に変更が生じ た場合 

③防災・ 危機管理等に関する 業務 

・ 施設を 管理する にあたり 、 防火管理者を 選任する こ と 。  

・ 予見さ れる 様々な 危機に備え、 緊急連絡網や危機管理マ ニュ ア ルを 作成する と と

も に、 避難誘導・ 情報連絡・ 緊急活動等の役割分担・ 体制を 明確にし て 職員に周

知し 、 定期的に訓練を 実施する こ と 。  

・ 施設内でのけが人や体調不良者に対し て 適切な 応急措置を 行う こ と 。 ま た事故が

あっ た場合は、 市へ報告する こ と 。  

・ 自動対外式除細動器（ AE D ） を 必要な個所に配置し 、 常に良好な状態で 使用でき

る よ う 点検を 行う と と も に、 知識・ 技術等の習得に努める こ と 。  

・ 災害発生時には、 避難場所やボラ ン テ ィ ア 活動拠点、 物資集配拠点等と し て 極め

て重要な役割を 担う こ と が想定さ れる ため、 開設準備等の初動対応も 含め対応に

協力する こ と 。 な お、 避難場所等の開設に伴う 費用負担は、「 指定管理者制度導

入施設における 災害対応事務処理要領（ 平成 26 年 4 月危機対策課策定）」 に基づ

き 別途市と 協議する こ と 。 ま た、 施設の利用許可を 行う 場合も 、 災害時には施設

を 市の災害応急・ 復旧対応に利用する こ と を 優先さ せる こ と も ある ため、「 指定

管理者制度導入施設における 災害対応事務処理要領」 に基づく こ と 。  

④指定避難所・ 指定緊急避難場所に関する 業務 

新潟市地域防災計画において災害対策基本法の規定に基づく 指定避難所・ 指定緊

急避難場所と し て定めら れて いる こ と から 、 災害が発生し た場合は「 新潟市避難所

運営マニュ ア ル」 に基づき 、 避難所の開設・ 運営に協力する こ と 。  

⑤引継ぎ業務 

・ 指定管理者は、 指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障な く 業務を 遂行 

でき る よ う 、 引継ぎを 行う こ と 。 引継日は、 市が調整する 。  

・ 指定管理者は、 指定期間の満了日まで に引継ぎ に必要な 事項を 記載し た業務引継 

書等を 作成し 、 併せて 運営に必要な資料を 次期指定管理者に引継ぐ こ と 。  

・ 引継ぎ に際し ては、 市が立ち 会い、 新旧指定管理者において引継ぎ の完了を 確認 

する 書面を 取り 交わすこ と 。  

(7)自主事業の提案及び実施  

・ 指定管理者は、 指定管理業務の範囲外で 、 指定管理者の責任及び費用負担で施設を

活用し 、 施設の目的や役割を 考慮し 、 市の承諾を 得て 自主事業を 実施する こ と がで

き る 。  

・ 自主事業に係る 収支は、 指定管理者に帰属する ため指定管理業務と は会計を 分けて

管理し 、 実施状況及び収支結果は市へ報告する こ と 。  

・ 施設の使用にあたっ て は、 指定管理者によ る 条例に基づく 使用許可の手続き を 必要

と する 。  

・ 自動販売機や洗濯機（ 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室既設のも の除く ） については、 利

益の一部を 施設の運営に充て 、 指定管理料を 削減する 場合に限り 自主事業と し て設

置する こ と がで き る 。 自主事業と し て 自動販売機や洗濯機（ 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休

憩室既設のも の除く ） を 設置する 提案がな い場合は、 市が直接、 貸付制度によ り 設

置する 。  

・ レ ス ト ラ ン や売店、 自動販売機や洗濯機（ 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室既設のも の除

く ） の設置を 指定管理者の自主事業と し て 実施する にあたり 、 土地ま たは建物を 占
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有する 場合は、「 新潟市財産条例」（ 平成 25 年条例第 5 号） に基づく 行政財産使用

許可を 得る と と も に、 使用料と 光熱水費を 指定管理者が負担する こ と 。 な お、 貸付

制度によ り 指定管理者以外の者が自動販売機や洗濯機（ 工房・ ギャ ラ リ ー・ 休憩室

既設のも の除く ） を 設置する 場合の光熱水費は指定管理料に算入し ている ため、 設

置業者に市が請求し 、 市が徴収する 。  

  

6. 公の施設目標管理型評価書 

(1)評価体制と 時期 

・ 市は、 地方自治法第 244 条の 2 に基づき 、 指定管理者の管理する 公の施設の管理

の適正を 期する ため、 指定管理者に対し て 、 当該管理業務又は経理の状況に関し

て 5(5)②によ る 報告を 求め、 実地について 調査し 、 又は必要な 指示を する こ と が

で き る 。  

・ 指定管理者は、 定期的に下記「 達成すべき 要求水準」 を 測定し 、 評価を 行う こ と 。

水準値を 達成で き な い場合、 指定管理者は、 改善を 図る た めの提案を 行い、 市の

承認を 得て実施する こ と 。  

・ 市は、 下記「 達成すべき 要求水準」 に基づき 、 定期的な モ ニタ リ ン グ及び毎年度

末に評価を 実施する と と も に、 その内容を 公表する 。  

(2)達成すべき 要求水準 

別紙 5「 公の施設目標管理型評価書」 のと おり  

 

7.  実績評価の次期選定への反映 

次期指定管理者の選定に再度申請し た場合に、 指定期間における 管理運営の実績評価

に応じ て 加減点する 。  

毎年の年度評価を も と に最終年度に指定期間を 通し た総合実績評価を 行い、 4 段階の

評価に応じ て下表の加減率を 、 配点の合計点に乗じ る こ と によ り 加点又は減点する 点数

を 算出する 。  

評価 加減率 100 点満点の場合 

S 5% 5. 0 点加点 

A 3% 3. 0 点加点 

B ±0% 加点なし  

C △2％ 2. 0 点減点 

 

8. 指定管理業務の再委託 

 指定管理者は、当該施設の管理運営に係る 業務を 一括し て 第三者に委託し てはな ら な

い。  

 再委託が可能な業務は、 防火設備、 ボイ ラ ー設備、 エ レ ベータ ーの保守点検など 特殊

な 技術や資格を 要する 業務や清掃、 警備な ど の単純な作業、 一時的に発生する 業務など

で 、 再委託を する 場合は、 事前に市へ「 再委託に関する 承認申請書」 を 提出し 、「 再委

託承認書」 によ り 承認を 受ける こ と 。  

 なお、 指定管理者が施設管理の業務を 個別に再委託する 場合は、 受託者に対し て 以下

の点に留意する こ と 。  

・ 業務を 行う 者には、 名札を 着用さ せる こ と 。  

・ 業務に関する 日報、 点検書、 報告書等を 速やかに提出さ せる こ と 。  

・ 業務の実施にあたり 、受託者の責で施設設備その他に対し て損害を 与え たと き は、
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その賠償の責任を 負わな ければな ら ないこ と 。  

・ 施設内で 火災や地震等の緊急事態が発生し たと き の対応について 、 十分に周知さ

せる こ と 。  

・ 業務上知り 得た秘密は漏ら し て はな ら な いこ と 。 その職を 退き 、 又はこ の業務契

約が消滅後も 同様と する こ と 。  

・ 暴力団又は暴力団関係者と 社会的に非難さ れる べき 関係を 有し て いる 者を 受託者

と し て はなら ない。  

・ 再委託先は、 原則、 市内事業者と する 。 市内に当該委託業務を 請け負う こ と が出

来る 事業者がいな い場合は県内事業者を 優先する 。  

・ 労働集約的業務（ 清掃や人的警備な ど 、 人によ る 労働が中心と な る 業務） を 第三

者に委託等する 場合は、 指定管理者が委託等する 第三者から 従事者配置計画や賃

金支払予定額を 提出し て も ら い、 再委託先においても 労働や雇用条件が適切な も

のと な る よ う 確認する こ と 。  

 

9. 法令等の遵守 

業務の実施においては、 以下の関係法令を 遵守する こ と 。  

・ 上記「 2.施設の概要」 に記載の施設の条例及び規則 

・ 地方自治法（ 昭和 22 年法律第 67 号）  

・ 労働基準法（ 昭和 22 年法律第 49 号）  

・ 労働関係調整法（ 昭和 21 年法律第 25 号）  

・ 労働安全衛生法（ 昭和 47 年法律第 57 号）  

・ 最低賃金法（ 昭和 34 年法律第 137 号）  

・ 建築基準法（ 昭和 25 年法律第 201 号）  

・ 建築物における 衛生的環境の確保に関する 法律（ 昭和 45 年法律第 20 号）  

・ 消防法（ 昭和 23 年法律第 186 号）  

・ 公衆浴場法（ 昭和 23 年法律第 139 号）  

・ 新潟市公衆浴場法施行条例（ 平成 24 年新潟市条例第 9 号）  

・ 新潟市障がいのある 人も な い人も 共に生き る ま ち づく り 条例（ 平成 27 年新潟市条例

第 49 号）  

・ 著作権法（ 昭和 45 年法律第 48 号）  

・ 文化芸術基本法（ 平成 13 年法律第 148 号）  

・ 新潟市個人情報保護条例（ 平成 13 年新潟市条例第 4 号）  

・ 新潟市情報公開条例（ 昭和 61 年新潟市条例第 43 号）  

・ 新潟市行政手続条例（ 平成 9 年新潟市条例第 2 号）  

・ その他、 業務遂行に関する 法令及び例規等 

 

10. 文書管理、 守秘義務、 個人情報保護の取り 扱い、 情報公開請求への対応 

・ 指定管理者は、 公の施設を 管理・ 運営する 立場と し て 、 新潟市公文書管理条例（ 令和 3

年新潟市条例第 3 号） の趣旨にのっ と り 、 指定管理施設に関する 文書を 適正に管理す

る よ う 努める こ と 。  

・ 管理運営業務に従事する 者若し く は従事し ていた者は、 業務上知り 得た個人情報を み

だり に他人に知ら せ、 又は不当な 目的に使用し て はな ら な い。 指定期間終了後若し く

は指定管理者の取消後又はその職を 退いた後も 同様と する 。  

・ 指定管理者は、 個人情報の収集及び使用について は、 適正に管理し 、 漏え い、 滅失及
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びき 損等がないよ う 必要な 措置を 講じ なければな ら な い。  

・ 指定管理者で は個人情報の開示請求は受け付けな い。 指定管理者が、 指定管理業務上

保有する 個人情報について は、 市のみを 窓口と し て開示し 、 指定管理者は市への開示

義務を 負う こ と 。  

・ 指定管理者に対し 、 指定管理者が管理する 指定管理施設に関する も のの情報公開請求

があっ た場合は、 その情報について公開に努めな ければな ら な い。 ま た、 市が保有し

な い文書で、 指定管理者が保有し 管理する 指定管理施設に関する 文書について情報公

開請求があっ た場合は、 市の求めに応じ て公開に努める こ と 。  

 

11. 経費関係 

(1)経費の支払い 

 会計年度は 4 月 1 日から 翌年 3 月 31 日ま でと し 、 指定管理料は、 支払時期や額、

方法については年度協定にて定める 。  

(2)市が支払う 指定管理料に含ま れる 経費 

 市が支払う 指定管理料は、 人件費、 管理費（ 修繕費、 光熱水費、 保守管理費など ）、

事務費、 事業費と する 。 年間の運営は予算の各項目の金額以内で 執行する 。 但し 、

市と 協議の上、 流用する こ と は可と する 。  

(3)立入検査について 

 市は、 必要に応じ て、 施設、 物品、 各種帳簿等の現地調査を 行う 。  

    

12. 備品等、 修繕、 リ スク 負担 

(1)備品の管理 

 備品は備品台帳によ り 数量管理を 行う こ と 。 管理台帳については、「 新潟市物品管

理規則」 及び「 新潟市物品管理規則の規定によ る 帳票規程」 によ る こ と 。  

購入及び破棄等、 異動が生じ た場合には、 市に報告する と と も にすみやかに台帳

を 作成する こ と 。 貸出用備品は、 常に良好な 状態に保つよ う 点検を 行う こ と 。  

 刃が付いたも の等、 危険なも のは、 安全に利用でき る よ う 日頃から 整理・ 点検し 、

扉（ 必要に応じ 鍵付き のも の） の付いた収納庫に入れる こ と 。  

 備品一覧は別記３ 「 備品管理簿」 のと おり 。  

(2)備品の購入又は調達 

 備品が経年劣化、 破損及び不具合等によ り 業務実施の用に供する こ と がで き な く

なっ た場合は、 指定管理者が購入又は調達する こ と 。  

(3)消耗品 

 消耗品は、 管理業務実施のため、 指定管理者が購入又は調達する こ と 。  

(4)備品等の扱い 

 備品は、 指定管理期間の終了に際し 、 市又は次期指定管理者に引き 継がな ければ

なら ない。  

 消耗品は、 原則、 指定管理者が自己の責任で 撤去・ 撤収する こ と 。 ただし 、 市と

指定管理者の協議において 両者が合意し た場合、 市又は次期指定管理者に引き 継ぐ

こ と がで き る 。  
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(5)施設の修繕 

 施設の修繕については、 次に掲げる 区分によ り 費用及び責任の負担を する こ と 。  

区分 費用の負担 責任の負担 

1 件につき 、 その経費が 

概ね 50 万円以上のも の 
新潟市 新潟市 

1 件につき 、 その経費が 

概ね 50 万円未満のも の 

指定管理者 

（ 指定管理料に含める ） 
指定管理者 

(6)リ ス ク 負担 

 協定の締結にあたり 、 施設の管理運営上の事故・ 天災・ 物価上昇等の経済状況の

変化など 、 事前に予測で き ない事態が発生し 、 管理運営の経費や収入が影響を 受け

る 場合がある ため、 リ ス ク に対する 負担者を 協議し 、 リ ス ク 分担表を 作成する 。 な

お、 想定さ れる リ ス ク は、 別紙 4 のと おり と し 、 リ スク 分担表に記載さ れたリ スク

以外の負担について は、 その都度、 協議を 行い決定する 。  

 

13. 損害賠償責任保険関係 

 指定管理者の故意又は過失、 施設の瑕疵等が原因で 、 利用者等に対し 損害賠償を 行

う 必要が生じ る 可能性がある 。 その際、 指定管理者の責めに帰すべき 事由によ り 損害

が生じ た場合は、 指定管理者に損害賠償義務が生じ る こ と から 、 原則と し て 指定管理

者は、 利用者等の身体・ 財物に対する 損害賠償責任保険へ加入する こ と 。  

 

14. 指定管理者名の表示 

 指定管理者が管理運営し て いる 市の施設で ある 旨を 明確にする た め、「 指定管理者

名」 と 設置者と し ての「 市の連絡先（ 所管課名、 電話番号な ど ）」 を 施設に表示し 、 案

内パン フ レ ッ ト 等にも 明記する こ と 。  

 

15. 利用者アン ケート 、 自己評価の実施 

(1)利用者ア ン ケート の実施 

 指定管理者は、 利用者の意見や要望を 把握し 、 施設運営に反映さ せる こ と 等を 目

的に、 利用者ア ン ケート を 実施する 。 ア ン ケート 結果は、 施設内に掲示する と と も

に、 市に報告する こ と 。 な お、 ア ン ケート 項目について は、 市と 協議し 決定する こ

と 。  

(2)自己評価の実施 

 指定管理者は、 協定書及び業務仕様書に定めら れた業務ついて 、 日報や月報に記

録する な ど 、 施設管理業務や自主事業の実施状況、 施設の利用状況、 苦情や要望の

件数、 収支状況等を 把握し 、 自ら 分析・ 評価を 行う こ と 。 自己評価の実施によ り 、

管理運営の見直し や業務の改善を 行う こ と 。  



( 別記1） 令和6年度　 青少年体験活動推進事業　 開催報告





（ 別記２ ）        施設等の維持管理に関する業務 例示一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境衛生業務】   

1 特定建築物環境衛生管理技術者選任 

2 空気環境測定 

3 防虫防鼠作業（施行） 

4 防虫防鼠作業（調査） 

5 排水受け点検 

6 貯水槽清掃 

7 特定建築物定期検査 

8 特定建築物半期検査 

9 消毒副生成物検査 

10 レジオネラ検査 

11 空調機フィルタ―清掃 

【施設等維持管理業務】 

1 消防用設備等保守点検 

2 防火対象物点検 

3 空調機室外機点検 

4 空調機室内機点検 

5 空調機改正フロン簡易点検 

6 エレベーター保守点検 

7 自動ドア保守点検 

8 換気設備保守点検 

9 特殊建築物定期調査 

10 建築設備定期検査 

11 防火設備定期検査 

12 建築設備巡回点検 

13 電気設備点検 

14 修繕費 

【清掃管理業務】 

1 定期清掃 床洗浄・洗浄ワックス 

2 簡易専用水道検査 

3 ガラス・サッシ・ガラリ清掃 

4 廃棄物処理 

5 プラスタ―トラップ清掃 



（ 別記２ ）        施設等の維持管理に関する業務 例示一覧 

 

 

 

 

 

 

【その他維持管理費】 

1 除雪 

2 機械警備 

3 植栽管理 

4 エレメント（屋外遊具等含保守点検料） 

5 ＡＥＤ管理 

6 マット等管理 

7 雨樋・排水路清掃 

8 ピアノ調律・整備 



品名 仕様・ 品番等 数量
1 長机 ラ イ オンデリ カ テーブルＭ－１ Ｗ 20
2 食堂用テーブル Ｆ Ｋ Ｔ １ ２ ４ ０ Ｍ 4
3 食堂用テーブル Ｆ Ｋ Ｔ １ ２ ７ ５ Ｍ 16
4 食堂用テーブル Ｆ Ｋ Ｔ １ ８ ４ ０ Ｍ 4
5 食堂用テーブル Ｆ Ｋ Ｔ １ ８ ７ ５ Ｍ 5
6 食堂用テーブル プラ スＹ Ｐ －１ ８ ０ ０ Ｎ 6
7 テレ ビ台 Ｃ Ｒ ―Ｐ Ｌ ３ 2
8 アームチェ ア Ｃ Ｅ ８ ５ ５ Ｋ ＷＴ 2
9 ソ フ ァ ー Ｃ Ｅ ８ ５ ３ Ｋ ＷＴ 1
10 ソ フ ァ ー ２ 人用ソ フ ァ ー（ ブルー） 1
11 ロビ ーチェ ア Ｓ Ｓ シリ ーズ　 テーブル 1
12 ネッ ト ワーク カ メ ラ アルコ ム　 RD-4640 3
13 テレ ビ 日立プラ ズマ３ ７ 型 2
14 バキュ ームク リ ーナー Ｃ Ｖ Ｃ １ ０ ８ ＷＤ 1
15 ワイ ヤレスマイ ク Ｔ Ｏ Ａ 　 ＷＨ －１ ２ ６ ５ Ｂ 2
16 ワイ ヤレスマイ ク Ｔ Ｏ Ａ 　 ＷＭ１ ２ ６ ５ Ｂ 1
17 ワイ ヤレスマイ ク ＷＭ－８ ４ ０ ０ 2
18 ワイ アレスアンプ Ｔ ｏ Ａ 1
19 ワイ ヤレスチュ ーナー Ｔ Ｏ Ａ 　 ＷＴ －１ ８ ２ ４ 1
20 農業機械器具 刈り 払い機 1
21 オーブンレンジ 東芝３ ２ Ｌ 石窯オーブンレンジＥ Ｒ Ｆ ４ ０ ０ 1
22 オーブンレンジ 東芝オーブンレンジ　 Ｅ Ｒ Ｊ Ｄ １ ０ （ Ｓ ） 1
23 カ プラ カ プラ １ ０ ０ ０ 3
24 セフ ティ マッ ト ２ ０ ０ ×３ ０ ０ ×４ ０ ｃ ｍ 1
25 ピアノ グラ ンド ピアノ 1
26 フ レ キシブル教材提示装置 フ レキシブル教材提示装置マイ ク ロビデオスコ ープ　 ミ ニモニタ ー 1
27 ら く がき ボード 透明ら く がき ボード 　 ウチダ 1
28 液晶プロジェ ク タ ー エプソ ンＥ Ｂ －１ ７ ３ ５ Ｗ 1
29 放送設備 屋外移動アンプ放送設備一式 1
30 拡大機 学研３ ０ ０ ０ ＷＩ Ｄ Ｅ 1
31 携帯スク リ ーン Ｓ Ｐ －６ ０ 　 ウチダ 1
32 七宝電気炉 美工芸　 ７ ０ ０ ９ 　 ３ ５ ０ ＊３ ４ ０ ＊３ ２ ５ 1
33 天体望遠鏡 ウチダ２ －１ １ ６ －２ ０ １ ５ Ｕ Ｒ －２ ０ ０ ｓ ｓ 1
34 天体望遠鏡屈折式　 Ｅ Ｄ １ ０ ３ Ｓ －Ｓ Ｘ Ｗ　 Ｐ Ｃ セッ ト 1
35 天体望遠鏡反射式　 Ｖ Ｃ ２ ０ ０ Ｌ －Ｓ Ｘ Ｗ　 Ｐ Ｃ セッ ト 1
36 天体望遠鏡屈折式　 Ｅ Ｄ １ ０ ３ Ｓ －Ｓ Ｘ Ｗ　 Ｐ Ｃ セッ ト 1
37 天体望遠鏡　 中村　 Ｄ ２ ８ －９ ８ １ ５ 1
38 天体望遠鏡 2
39 天体望遠鏡専用アルミ 脚立 1
40 赤道儀 スカ イ ウォ ッ チャ ーＥ Ｑ ６ Ｒ 赤道儀 1
41 望遠鏡 スカ イ ウォ ッ チャ ーＢ Ｋ Ｐ ２ ５ ０ ／Ｆ １ ０ ０ ０ 1
42 電子オーブンレンジ ミ ツビシＲ Ｏ －Ｍ６ ０ －Ｂ 1
43 防水型デジタ ル温度計 Ｓ Ｋ －１ ２ ６ ０ 1
44 パソ コ ン Ｎ Ｅ Ｃ 　 Ｐ Ｃ －Ｖ Ｋ １ ７ Ｌ Ｆ ４ Ｓ Ｚ Ｍ 2
45 シュ レッ ダー Ｖ －４ ３ １ Ｃ Ｆ 1
46 リ ソ グラ フ ＭＤ ５ ６ ５ ０ 　 ２ 色Ａ ３ 機 1
47 ヴァ ンテアンパネル プラ ス　 ６ ７ －０ ０ ４ 4
48 賞状盆 大　 ウルシ塗り 　 金縁　 校章入 1
49 バレ ー支柱 ト ーエイ 　 バレー支柱Ａ Ｃ －Ｒ 1
50 ピアノ ヤマハＭＸ －１ ０ ０ ＭＲ 1
51 遊具 むかでウォ ーク 4
52 卓球台 サンエイ １ ０ －５ ０ ３ Ｆ Ｖ １ 1
53 卓球台 三英　 18-856100 1
54 胴長太鼓 プラ ス　 １ ７ ０ －０ ３ ６ 1
55 書架 オカ ムラ 　 ラ イ ブラ イ ン３ 段 2
56 両開き 書庫 オカ ムラ 　 両開き書庫　 ４ Ｂ ３ ２ Ｚ Ｚ 　 Ｚ Ａ ７ ５ 4
57 ループ脚イ ス専用庫 プラ ス　 ６ ５ ０ －８ ４ ５ 2
58 収納庫 Ｓ Ｖ Ｓ －１ １ Ｈ －Ｗ 1
59 耐火金庫 Ｂ Ｓ Ｓ －Ｗ 1
60 ブラ イ ト ヒ ータ ー Ｈ Ｒ ３ ３ ０ Ｈ 2
61 移動式鏡 スポーツミ ラ ー 6
62 スラ ッ ク ラ ッ ク Ｇ Ｒ Ａ Ｃ Ｋ ―Ｃ Ｌ Ａ 1
63 ワイ ヤレスアンプ ＷＡ －８ ７ ２ Ｃ Ｄ 1
64 電気炉 朝鮮風炉 1
65 滅菌庫・ 殺菌庫 Ｔ Ｋ Ｇ ６ －０ ３ ５ ４ －０ １ ０ ４ 1
66 絵画 日本画額「 喜童打唱図」 粛粲寶作 1
67 絵画 洋画額「 田園風景」 安宅乕雄作 1
68 絵画 安宅乕雄　 画伯洋画額　 油絵８ 号及び額縁 1
69 絵画 粛粲宝画伯文人画額　 ８ 号額 1
70 立体 陶器　 米澤隆一作 1

（ 別記3） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備品管理簿



品名 仕様・ 品番等 数量
1 卓上丸ノ コ 木工用　 Ｃ Ｆ ７ Ｃ Ｈ 2

2 丸ノ コ 木工用　 Ｃ ６ ＭＢ Ｙ Ａ ２ 2

3 充電イ ンパク ト ド ラ イ バー ＷＨ １ ４ Ｄ Ｄ Ｌ ２ －２ Ｌ Ｙ Ｐ Ｋ －Ｂ 4

4 充電式タ ッ カ Ｔ 3ステープル用　 Ｔ Ｇ －Ｚ ３ －Ｂ Ｃ ４ ０ Ａ 2

5 工場用什器　 手押車　 ハンド ル折り たたみ式　 Ｔ Ｋ －Ｐ ２ ０ Ｎ ３ 2

6 コ ード リ ール　 サンタ イガーリ ール　 ブレーカー付　 50ｍ　 Ｂ Ｇ －５ ０ １ Ｋ Ｘ 2

7 脚立（ 大） 　 はし ご兼用脚立　 Ｓ Ｐ -Ｒ Ａ Ｘ -21Ｎ 2

8 ソ フ ァ ーベッ ド 　 布張り 　 Ｃ Ｅ -843Ｈ 1Ｎ Ｂ 3 2

9 センタ ーテーブル　 Ｗ1200×Ｄ 600×Ｈ 450　 Ｎ Ｔ -380Ｐ 1Ｃ Ｎ 2

10 彫刻台　 Ｗ300×Ｄ 300×Ｈ 900　 Ｃ Ａ Ｃ -303090Ｐ Ａ Ｗ 4

11 彫刻台　 Ｗ400×Ｄ 400×Ｈ 900　 Ｃ Ａ Ｃ -404090Ｐ Ａ Ｗ 4

12 彫刻台　 Ｗ900×Ｄ 900×Ｈ 300　 Ｃ Ａ Ｃ -909030Ｐ Ａ Ｗ 4

13 回転ホワイ ト ボード 　 Ｗ1915×Ｄ 628×Ｈ 1800　 Ｂ Ｂ -Ｒ 936ＷＷ 2

14 フ リ ー型パンフ レッ ト スタ ンド Ｚ Ｒ －Ｐ Ｓ Ｓ ５ １ ３ 2

15 ロビーチェ ア　 スツール円　 Φ905 張地CF-09K（ 青） 　 Ｓ Ｓ Ｍ-74Ｓ Ｃ Ｍ4 1

16 ロビーチェ ア　 スツール円　 Φ905 張地CF-09A（ 薄茶色） 　 Ｓ Ｓ Ｍ-74Ｓ Ｃ Ｍ4 3

17 ロビーチェ ア　 スツール１ 方向　 Φ905　 張地CF-09I （ 茶色） 　 Ｓ Ｓ Ｍ-74Ｓ Ｃ Ｍ3 2

18 ロビーチェ ア　 スツール１ 方向　 Φ905　 張地CF-09A（ 薄茶色） 　 Ｓ Ｓ Ｍ-74Ｓ Ｃ Ｍ3 1

19 ロビーチェ ア　 スツール１ 方向　 Φ905　 張地CF-09E（ 水色） 　 Ｓ Ｓ Ｍ-74Ｓ Ｃ Ｍ3 2

20 ロビーチュ ア　 テーブル３ 方向　 Φ905　 張地CF-09D（ ベージュ ） 　 Ｓ Ｓ Ｍ-74Ｔ Ｍ1ＷＨ 1

21 ラ ンド セル収納（ ９ 人用） Ｓ Ｓ Ｓ －ＭＵ Ｒ １ ２ ３ 1

22 書架 Ｓ Ｓ Ｓ －ＭＵ Ｓ １ ２ ３ 1

23 一眼レフ カ メ ラ ダブルズームキッ ド Ｅ Ｏ Ｓ ９ ０ ０ ０ Ｄ 1

24 三脚 Ｖ Ｓ －４ ４ ３ Ｑ 1

25 デジタ ル４ Ｋ ビデオカ メ ラ Ｆ Ｄ Ｒ -Ａ Ｘ 100　 Ｂ Ｃ 1

26 木彫丸・ 平のみセッ ト 普及品１ ０ 丁　 ０ ８ －１ ０ ３ ４ 2

27 グループ用のみセッ ト 9㎜・ 15㎜１ ０ 丁　 353-168 2

28 両口げんのう 　 ２ ５ 丁入り 　 08-0039 1

29 電動工具セッ ト 　 ４ 機種セッ ト 　 355-157 2

30 眺望製作台　 ４ 本足　 231-102 2

31 全自動洗濯機　 7ｋ ｇ 　 Ｎ Ａ －Ｆ ７ ０ Ｐ Ｂ １ １ 2

32 衣類乾燥機　 5ｋ ｇ 　 Ｎ －Ｈ Ｄ ５ ０ ３ 2

33 冷蔵庫 Ａ Ｑ Ｒ －Ｓ Ｄ ２ ８ Ｇ 2

34 ビデオプロジェ ク タ ー Ｖ Ｐ Ｌ －Ｐ Ｈ Ｚ １ ０ 1

35 100イ ンチポータ ブルスク リ ーン Ｖ ＭＲ －ＷＸ １ ０ ０ 1

36 プロジェ ク タ ーカ ート Ａ Ｓ －７ ０ ０ 1

37 ミ キサー ＭＧ Ｐ －１ ６ Ｘ 1

38 パワーアンプ Ｐ Ｘ ５ 1

39 マルチレコ ーダー Ｓ Ｓ －Ｃ Ｄ Ｒ ２ ５ ０ Ｎ 1

40 スピーカー Ｄ Ｘ Ｒ －１ ０ 2

41 システムラ ッ ク Ｃ Ｆ Ｗ１ ９ Ｔ Ｆ Ｂ 1

42 ３ U引出し Ｃ Ｈ Ｕ ３ ８ ３ Ｂ 2

43 ワイ ヤレスセッ ト Ｘ Ｄ －Ｖ ７ ５ 4

44 アンテナ分配器 Ｘ Ｄ －Ａ Ｄ ８ 1
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